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妊娠・出産・子育てに関連した経済的支援

～妊娠～ ～出産～ １歳（半） ３歳 ６歳 １２歳

妊婦健診費用の
公費助成
（5回分）

（産前６週・産後８週）

事業主による短時間勤務・残業免除等の措置

（義務） （努力義務）
産前・産後休業

出産手当金

（標準報酬の2/3）

保育サービス

育児休業給付
（休業開始前
賃金の５０％）

児童手当
（３歳まで：一律１万円／３歳以上：第１・２子5000円、第３子以降１万円）

所得控除（扶養控除） （子ども１人につき38万円控除 （16歳以上23歳未満の子供は63万円）

出産育児一時金
（35万円）

○ 妊娠・出産・子育てに関連した経済的支援としては、
・ 「出産育児一時金」･･･出産費用の負担軽減
・ 「出産手当金」「育児休業給付」・・・産前産後休業・育児休業中の所得保障
・ 「児童手当」・・・児童を養育する者に対する手当
が主なものとなっている。

○ 育児休業（給付）や短時間勤務等の措置は、保育サービスと必要性・量等の面において表裏の関係にある。

※出産費用の負担軽減に向け、
現在見直しを検討中。

※健診費用の負担軽減に向け、
現在見直しを検討中。

※ 育児期の短時間勤務制度の強化等に向け、
現在見直しを検討中。



138

妊婦健診の公費負担の拡充について

内容

○ 妊婦が、健診費用の心配をせずに、必要な回数（１４回程度）の妊婦健診を受けられるよう、公費負担を拡充。

○ 現在、地方財政措置されていない残りの９回分について、平成２２年度までの間、国庫補助（１／２）と地方財政

措置（１／２）により支援。

９回

個人負担又は
市町村の任意助成

＜現状＞

５回
市町村

国
１／２

市町村
１／２

５回
市町村

＜拡充案＞

９回 国庫補助

地方財政措置


